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水環境行政に関する最近の動向 
 

１ 環境基準の見直し 

 健康項目が追加等されるとともに、カドミウムについて基準値の見直し等がされた。 

（１）人の健康の保護に関する環境基準項目の追加等（平成 21 年 11 月 30 日告示） 

 ○項目の追加 

  公共用水域：1,4-ジオキサン 

  地 下 水：1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン＊ 

        （＊：ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン→1,2-ジクロロエチレン） 

 ○基準値の見直し 

  公共用水域・地下水：1,1-ジクロロエチレン 0.02 mg/L → 0.1 mg/L 
 

（２）カドミウムに関する環境基準値の見直し等（平成 23 年 10 月 27 日告示） 
 ○基準値の見直し 

公共用水域・地下水：カドミウム 0.01 mg/L → 0.003 mg/L 
  ○測定方法の見直し 
  電気加熱原子吸光法、ICP 発光分光分析法、ICP 質量分析法 
  （フレーム原子吸光法が除外された） 

 
 
２ 排水規制項目等の追加 

 環境基準項目が追加されたことに伴い、排出水の規制項目の追加等について、検討さ

れている。 
（１）排出水、地下浸透水に係る規制項目の追加等（平成 23 年２月 18 日答申） 

 ○項目の追加 
塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン 

○基準値の見直し 
1,1-ジクロロエチレン 

  
（２）排出水、地下浸透水に係る規制項目の追加等（平成 23 年９月 29 日報告案公表） 

 ○項目の追加 
  1,4-ジオキサン 
 ○特定施設の追加 
  界面活性剤製造業の用に供する反応施設のうち、洗浄機能を有するもの、エチレ

ンオキサイドの混合施設、1,4-ジオキサンの混合施設 
 

表  水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透に係る項目追加の動向 

第１次答申（H23.2.18） 第２次報告案（H23.9.29） 
物質名 

排水規制 地下浸透規制 排水規制 地下浸透規制 
塩化ビニルモノマー 規制なし 規制に追加 ― ― 

1,2-ジクロロエチレン 規制なし 規制に追加 ― ― 
1,1-ジクロロエチレン 基準 1 mg/L 基準 0.1 mg/L ― ― 

基準 0.5 mg/L 基準 0.05 mg/L1,4-ジオキサン 検討を進める 
特定施設の追加（３施設） 

 
 

資料２ 
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３ 水質汚濁防止法の一部改正について（平成 23 年６月 22 日公布） 

 事業場等の生産設備、貯蔵施設の老朽化や作業ミスによる有害物質の漏洩による地下

水汚染が継続的に確認されている。 
 地下水汚染を未然に防止するため、有害物質を取り扱う貯蔵施設等の届出制度、施設

の構造基準等の遵守義務や定期点検の義務が創設された。 
（公布後１年以内に施行。） 

 
（１）改正法の概要 

ア  対象施設の拡大 
届出対象に有害物質を貯蔵する施設等を追加した。 
有害物質を使用する特定施設には、「特定施設の設備」を届出事項に追加した。 

イ  構造等に関する基準遵守義務 
    有害物質貯蔵施設等について、構造等に関する基準を遵守しなければならない。 
ウ  定期点検の義務の創設 
    有害物質貯蔵施設等の構造・使用の方法等について、定期点検を実施しなければ

ならない。 
 
（２）構造等に関する基準・定期点検等の方法（案）の概要 

（構造基準等に関する基準、定期点検の方法について答申案がまとめられ、平成 23

年 10 月３日～11 月 1 日までパブリックコメント実施） 

ア 有害物質貯蔵施設等の構造・定期点検に関する基準の対象 
施設が設置されている床面・周囲、施設本体、配管、排水溝、地下貯蔵施設等を対

象とする。 
イ 構造・点検の方法等の基準 

A：新設の基準、B：既設の基準、C：既設施設についての定期点検のみの基準（法

施行後３年間のみ適用）  
 
構造基準には新設と既設の構造基準を設定し、それぞれに対応した定期点検の方法

を組み合わせる。 
新設についてはＡ基準のみ適用、既設についてはＡ，Ｂ，Ｃ基準のいずれかを適用

する。 
 



 3

（参考）水質汚濁に係る環境基準の新旧対照表

【公共用水域】
（旧） （新）

項目 基準値 項目 基準値
カドミウム 0.01 mg/L以下 カドミウム 0.003 mg/L以下
全シアン 検出されないこと。 全シアン 検出されないこと。
鉛 0.01 mg/L以下 鉛 0.01 mg/L以下
六価クロム 0.05 mg/L以下 六価クロム 0.05 mg/L以下
砒素 0.01 mg/L以下 砒素 0.01 mg/L以下
総水銀 0.0005 mg/L以下 総水銀 0.0005 mg/L以下
アルキル水銀 検出されないこと。 アルキル水銀 検出されないこと。
PCB 検出されないこと。 PCB 検出されないこと。
ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下
四塩化炭素 0.002 mg/L以下 四塩化炭素 0.002 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン 0.02 mg/L以下 1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L以下 1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L以下
トリクロロエチレン 0.03 mg/L以下 トリクロロエチレン 0.03 mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下
チウラム 0.006 mg/L以下 チウラム 0.006 mg/L以下
シマジン 0.003 mg/L以下 シマジン 0.003 mg/L以下
チオベンカルブ 0.02 mg/L以下 チオベンカルブ 0.02 mg/L以下
ベンゼン 0.01 mg/L以下 ベンゼン 0.01 mg/L以下
セレン 0.01 mg/L以下 セレン 0.01 mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下
ふっ素 0.8 mg/L以下 ふっ素 0.8 mg/L以下
ほう素 1 mg/L以下 ほう素 1 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下

【地下水】
（旧） （新）

項目 基準値 項目 基準値
カドミウム 0.01 mg/L以下 カドミウム 0.003 mg/L以下
全シアン 検出されないこと。 全シアン 検出されないこと。
鉛 0.01 mg/L以下 鉛 0.01 mg/L以下
六価クロム 0.05 mg/L以下 六価クロム 0.05 mg/L以下
砒素 0.01 mg/L以下 砒素 0.01 mg/L以下
総水銀 0.0005 mg/L以下 総水銀 0.0005 mg/L以下
アルキル水銀 検出されないこと。 アルキル水銀 検出されないこと。
PCB 検出されないこと。 PCB 検出されないこと。
ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下
四塩化炭素 0.002 mg/L以下 四塩化炭素 0.002 mg/L以下

塩化ビニルモノマー 0.002 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン 0.02 mg/L以下 1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下 1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L以下 1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L以下
トリクロロエチレン 0.03 mg/L以下 トリクロロエチレン 0.03 mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下
チウラム 0.006 mg/L以下 チウラム 0.006 mg/L以下
シマジン 0.003 mg/L以下 シマジン 0.003 mg/L以下
チオベンカルブ 0.02 mg/L以下 チオベンカルブ 0.02 mg/L以下
ベンゼン 0.01 mg/L以下 ベンゼン 0.01 mg/L以下
セレン 0.01 mg/L以下 セレン 0.01 mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下
ふっ素 0.8 mg/L以下 ふっ素 0.8 mg/L以下
ほう素 1 mg/L以下 ほう素 1 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下  
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カドミウムの物性等 
 
 

 
 
 

参考 

（中央環境審議会答申等から抜粋）
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1,4-ジオキサンの物性等 
 
 

 
 
 
 


